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１１１１    水環境水環境水環境水環境のののの保全保全保全保全    

 

 

 

（１）生活排水の適正処理を推進します 

・下水道等整備区域外の地域における合併処理浄化槽の設置を進めるため、設置整備補

助事業の充実を図っていきます。 

・下水道Ｑ＆Ａの作成等、下水道について理解してもらうための取り組みを進めます。 

・単独・合併処理浄化槽（※１）、阻集器（※２）等の状況確認や適正な管理、清掃に関する指

導啓発を進めます。 

※１ 合併処理浄化槽…下水道整備エリア外において、生活雑排水とし尿を合わせて処理する浄化槽。 

（単独処理浄化槽はし尿のみ処理する浄化槽。） 

※２ 阻集器…事業所が溶剤、油などの異物が混入した水を排水する際に、その異物を除外するための施設。 

 

（２）きれいな河川や湖沼を守ります 

・下水道等へのつなぎ込みの促進により、生活排水による汚濁を防止していきます。 

・ヨシなど河川浄化に効果のある水生植物の保全・活用を図っていきます。 

・河川愛護団体の活動を支援していきます。 

    [[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

○千曲川（4か所）のＢＯＤ平均値 1.4 mg/ℓ 2.0mg/ℓ 以下 

○中小河川のBOD値    

・市街地の河川等平均値（８か所） 2.6 mg/ℓ 2.0mg/ℓ 以下 

・集落内の河川等平均値（17か所） 1.9 mg/ℓ 2.0mg/ℓ 以下 

 ・山間地の河川等平均値（10か所） 1.1 mg/ℓ 2.0mg/ℓ 以下 

○湖沼のＣＯＤ値平均値 2.5 mg/ℓ 2.0mg/ℓ 以下 

○生活排水適正処理率 85.3％ 90%以上 

○公共下水道等供用開始区域内接続率 87.6％ 90%以上 

○合併処理浄化槽整備区域内の浄化槽設置率 60％ 現状維持 

○多自然型工法による護岸等延長 5.83km 10km 

○市民アンケート 

「水環境に対する満足度」 
70％ 80％ 

    ““““健康健康健康健康でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けられるまちけられるまちけられるまちけられるまち””””    

「「「「水水水水やややや空気空気空気空気をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、健康健康健康健康でででで安全安全安全安全なななな環境環境環境環境とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを確保確保確保確保していきますしていきますしていきますしていきます」」」」    

基本目標基本目標基本目標基本目標    １１１１    

個別個別個別個別目標目標目標目標    
１１１１－－－－１１１１    水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、水環境水環境水環境水環境のののの整整整整ったきれいなったきれいなったきれいなったきれいな河川河川河川河川やややや湖沼湖沼湖沼湖沼にしにしにしにしていきますていきますていきますていきます。。。。    

資料７－２ 
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・河川浄化への関心を高めていくため、住民や子どもたちの参加による河川・湖沼の水

質測定やクリーン活動を進めていきます。 

 

（３）良好な水辺環境の形成に取り組みます 

・自然石、間伐材等の使用やヨシ、ヤナギ等の植生保全により、多自然型の川づくりを

進めていきます。 

・水辺に生息する生物に影響を与えないよう、自然とふれあうマナーの徹底を図ってい

きます。 

・在来の水辺の植物を守るため、アレチウリ等外来植物の除去を進めていきます。 

 

（４）水質の監視体制等を充実します 

・千曲川については、上流・中流・下流が一体となった水質管理を行うことのできる体

制をつくっていきます。 

・中小河川・湖沼の水質目標値を設定し、定期的な測定の実施により水質監視を行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・公共下水道や農業集落排水施設の供用開始区域内で、まだつなぎこみを行っていない

家庭では、つなぎこみを行う。 

・合併処理浄化槽区域内では、合併処理浄化槽を設置するよう努める。 

・農薬や肥料は、環境に配慮した適正な利用を心がける。 

・食用油は少量でも台所から流さないで、市の回収に出してリサイクルする。 

●事業者の取り組み 

・事業活動により汚濁した排水は、法律を順守して処理を行う。 

●「せせらぎサイエンス」 

 子どもたちが水と親しみながら、水辺や水中

に住む生物の観察を行うイベント。 
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２２２２    水循環機能水循環機能水循環機能水循環機能のののの確保確保確保確保    

 

 

 

 

（１）安全で良質な飲用水の確保に取り組みます。 

・飲料水の汚染を防ぐため、水源の監視を行っていきます。 

・おいしい水確保のため、念願の水道水源の千曲川脱却を果たしました。これからは水

量･水質の確保のため、森林整備を進めていきます。 

・市内の山林を売り渡すことで貴重な水資源が失われることのないよう、仕組みづくり

を検討していきます。 

 

（２）水の有効利用を推進します。 

・森林の整備や緑化をすすめ、雨水の地下浸透などにより保水力を高めていきます。 

・消雪施設は無散水消雪施設にするなど、地下水の循環的利用を進めていきます。 

・雨水、生活排水、融雪水を循環利用するための方法を研究し、市民が積極的かつ有効

に利用できるようにしていきます。 

・水の大切さについて市民の意識の啓発を進めていきます。 

 

（３）水資源の保全対策に取り組みます。 

・地下水の汚染や水位の低下を防ぐため、地下水調査を実施するとともに、地下水に影

響をおよぼす行為を規制していきます。 

・農薬や化学肥料などの流出による水質汚濁防止のため、農家への適正な指導を進めて

いきます。 

・除草剤の使用や樹木の消毒、冬期交通確保のための凍結防止剤の散布などについて環

境への影響調査の情報を収集し、適切な対策を検討していきます。 

・アスファルト舗装の増加や下水道の整備に伴い、土地の保水能力が低下することから、

雨水を地下に還元する透水性舗装（※）に取り組んでいきます。 

・灯油、重油等の取り扱いによる流出事故防止のための指導を行うとともに、啓発活動

を強化していきます。 

 

※ 透水性舗装…雨水を舗装体を通して直接地中に浸透させる舗装工法。 

 

 

 

項目 現状値（H22） 目標値 

○水道水源保全地区指定数 ０か所 ２か所以上 

○無散水融雪施設整備路線延長 5.4km 10km 以上 

○水質汚濁事故件数 ９件 ０を目指す 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
１１１１－－－－２２２２    地下水地下水地下水地下水やややや飲用水源飲用水源飲用水源飲用水源のののの汚染汚染汚染汚染をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、安全安全安全安全でおいしいでおいしいでおいしいでおいしい水水水水をををを確保確保確保確保していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    
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●市民の取り組み 

・水も貴重な資源であることを意識し、余計な水は使わないよう心がける。 

・飲用に使用する井戸水は、なるべく１年に一度、水質検査を受けるようにする。 

・住宅敷地内にはできるだけ緑地を多く取り入れ、水が土壌に還元されるよう努める。 

●事業者の取り組み 

・事業所敷地内の舗装には、なるべく透水性舗装を取り入れる。 

●「水の日フェア」 

 市民の皆さんに飯山市の水道水へ親しんでも

らうために行っているイベント。水源の違う

水による「利き水」が人気。 
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３３３３    公害公害公害公害のののの防止防止防止防止    

 

 

 

 

（１）公害（大気汚染、騒音･振動、悪臭等）の防止に対する指導、啓発等を推進します。 

・工場、事業所等による大気汚染、騒音・振動、悪臭等の環境基準や規制基準等の順守、

発生防止対策などを県や近隣市町村との連携で進めていきます。 

・中小事業者に対し、公害に関する法規制の遵守や改正、また排出抑制に関する情報を提

供していく仕組みづくりを検討していきます。 

・大気汚染防止や悪臭防止、ごみの野外焼却禁止に対する指導を強化していきます。 

・道路交通騒音・振動対策として、交通渋滞誘発か所の改善や生活道路への通過車両など

の進入を抑制する交通規制や誘導（一方通行など）を検討していきます。 

・「市民ノーマイカーデー」の実施等、自家用車のみに頼らない生活について考える機会

を増やし、市民の環境意識啓発を行っていきます。 

・人口光の使用に伴う環境への影響について、監視・啓発・指導を行っていきます。 

 

（２）公害の発生を未然に防止します。 

・新たな公害問題や地球環境問題に対応できるよう、公害防止対策を行う事業所に対する

助成制度の拡大や低利融資制度の創設を検討していきます。 

・公害の防止等に関する条例に基づく指定事業所届の提出を徹底し、公害問題に対する事

業者の意識の高揚を図っていきます。 

・公害の発生のおそれがある事業所との公害防止協定（※）の締結を積極的に進めていき

ます。 

※ 公害防止協定…公害の防止等に関する条例に基づき、市民の健康を保護し、生活環境の保全を図る上で市

長が必要と認めたときに、事業者と結ぶ協定。 

 

（３）地球温暖化の防止対策を推進します。 

・自動車排ガスや二酸化炭素の排出を削減するため、アイドリング・ストップ運動を積極

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

公害苦情件数 ５件 ０目指す 

道路交通騒音の基準適合状況 95％ 100% 

公害防止協定締結数 22 件 積極的に締結 

飯山市役所公用車の低公害車（ハイブリッド車・ 

電気自動車）導入台数 
６台 10 台以上 

市民アンケート「空気のきれいさに対する満足度」 95％ 現状維持 

市民アンケート「アイドリングストップ実施状況」 46％ 75% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
１１１１－－－－３３３３    大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染やややや悪臭悪臭悪臭悪臭のののの発生源対策発生源対策発生源対策発生源対策をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな空気空気空気空気にしていきますにしていきますにしていきますにしていきます。。。。    
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的に進めていきます。 

・市が低公害車・低燃費車を率先して導入するほか、市民や事業者に対する導入啓発を推

進していきます。 

・徒歩や自転車による移動を促進するため、歩道や自転車道、 駐輪場の整備を進めてい

きます。 

・市が率先して地球温暖化防止に資するため、「地球温暖化防止実行計画」を策定し、 温

室効果ガスの排出削減を実行していくとともに、実施状況を公表していきます。 

・中小事業者も取り組むことができる、ＣＯ２等温室効果ガス削減策に関する情報提供・

啓発や仕組みづくりを検討していきます。 

 

（４）測定･監視、相談体制を整備充実します。 

・飯山のきれいな空気を実感し、市民の意識の共有が図られるような測定・監視体制を整

え、情報提供を行っていきます。 

・大気汚染に関する学習会の機会を設け環境への関心を高めるとともに、定期的な測定を

実施し、広く発信される仕組みをつくっていきます。 

・公害に対する苦情や相談について、速やかな処理・解決が行えるよう、庁内の受付体制

の充実や県との連携を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・日ごろから環境問題に興味を持ち、知識や情報を積極的に取り入れる。 

・ごみの焼却等、違法な野焼きは絶対にしない。 

・アイドリングストップ、エコドライブを心がけ、なるべく自動車を使わないように

する。 

●事業者の取り組み 

・事業で有害物質を排出していないかを定期的に確認するなどして、公害関係法令を

順守し、公害の未然防止に努める。 

・必要に応じ公害防止協定を締結する。 

・温室効果ガス削減のための施設更新や、国内クレジット制度活用など、温室効果ガ

スをなるべく発生させないための仕組みを積極的に取り入れる。 

・小売店では買い物客にマイバッグを持参するよう呼びかけを行ったり、持参者には 

特典を設けたりする。 
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４４４４    安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境のののの確保確保確保確保    

 

 

 

 

（１）災害の発生防止対策を推進します。 

・地すべり、がけ崩れ、雪崩、水害などから市民の生命・財産を守り、災害に強い地域づ

くりを推進するため、国や県と協力し、保安林、地すべり防止区域等の指定を進めると

ともに、治山治水対策を強化していきます。 

・治山治水の方法として、従来の構造物一辺倒による工法から、森林整備や農地の多面的

機能を活用できる方法を検討し、取り入れていきます。 

・農地が持つ治水能力を低下させないよう、農地の維持・再生を図ります。 

・防災マニュアル、洪水ハザードマップ（※）等の内容の充実や市民への周知、活用の啓

発を行っていきます。 

・浸水災害を防止するため、都市下水路、雨水幹線等排水路や中小河川の整備・改修を進

めていきます。 

・雨水調整池や雨水貯留槽の整備を進め、雨水流出量の調整が行えるような仕組みをつく

っていきます。 

※ 洪水ハザードマップ…大雨等によって河川が増水し、氾濫によって浸水が予想される範囲と程度、避難場所を記

載した洪水避難地図。 

 

（２）日常生活における環境への配慮に取り組みます。 

・解決が困難な近隣・生活型公害（※）については、発生の未然防止のため、生活型公害

や、近隣住民間の日頃からのコミュニケーションの大切さなどを知ってもらうための啓

発を行っていきます。 

・暴走行為等による迷惑騒音を発生させない地域環境づくりを関係機関や地域と連携して

行っていきます。 

 ※近隣・生活型公害…洗濯機、掃除機、深夜電気温水器の音やペットの飼い方の問題など、住民の日常生活に起

因する音や臭い等に対し、近隣住民が不快感を持つことによって生まれる公害。法規制がないものが多く解決が

難しい。 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

災害防止区域指定数（法指定） 39 区域 対策により減少 

災害危険箇所等指定数 798 か所 対策により減少 

公害苦情件数 ５件 ０目指す 

市民アンケート 

「災害に対し安全･安心な暮らしに対する満足度」
55％ 75% 

市民アンケート 

「まちの静かさに対する満足度」 
92％ 現状維持目指す 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
１１１１－－－－４４４４    公害公害公害公害やややや災害災害災害災害のののの発生発生発生発生をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境にしていきますにしていきますにしていきますにしていきます。。。。    
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（３）事業活動における環境への配慮に取り組みます。 

・事業者と周辺住民が環境保全に関する協定等の締結を積極的に行うなど、事業者と住民

間の良好な関係を築いていけるよう、啓発を行っていきます。 

・農作業における野外焼却については、その有効性や効果を一般市民に広報するとともに、

作業時のマナーの啓発を行っていきます。 

・「エコアクション２１」（※）など、中小企業も比較的取り組みやすい環境経営システム

導入について啓発を行っていきます。 

・事業者が行う環境に対する取り組みについての情報を公開する場を提供していきます。 

 ※エコアクション 21…環境負荷の把握や、その削減のための取り組みなど、中小事業者も取り組みやすい環境省

が定めたガイドラインに基づく環境経営の仕組み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・自分の住む地域の避難場所を日頃から確認し、災害時の対応を家族で話し合ってお

く。 

・隣近所などと日ごろから良好な関係を築き、近隣・生活型公害の未然防止に努める。 

 

●事業者の取り組み 

・農作業で行う、わら等の焼却においては、時間、風向、規模等を考慮し、なるべく

住宅街に煙が流れないよう配慮する。 

・開発事業を行う際は、周辺の環境について十分な事前調査を行い、災害を誘引しな

いように配慮する。 
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５５５５    安全安全安全安全なななな環境環境環境環境のののの確保確保確保確保    

 

 

 

 

（１）有害物質等の発生状況等を把握します。 

・廃棄物焼却炉での、ダイオキシン類による環境汚染の実態把握を継続して行っていきま

す。 

・有害物質についての情報収集やそれに基づく実態の把握・調査を行っていきます。 

・酸性雨・酸性雪の測定などの実態調査を、子供や住民の参加により実施することで、環

境問題意識の啓発を行っていきます。 

 

（２）排出抑制対策を推進します。 

・酸性雨の原因物質である窒素酸化物、硫黄酸化物等の排出が多い自動車の交通対策など

排出削減に向けた取組みを進めていきます。 

・ダイオキシン類の発生防止を身近なところから実施していくため、ごみの分別排出や野

焼きの禁止を徹底していきます。 

・市発注の公共工事等では、有害化学物質の発生の原因となるものの使用を控えるなど率

先して排出の抑制を実施していきます。 

 

（３）安全な環境に関する的確な情報提供を推進します。 

・有害化学物質の発生メカニズムや発生源、健康との関係等についての情報の整備・提供

を行っていきます。 

・国、県などの有害化学物質の環境調査の結果等の収集・提供を進めていきます。 

・農薬や除草剤の毒性や環境への影響について、生産者にとっても消費者にとっても正し

い理解や学習ができ、情報が共有できるようにしていきます。 

 

（４）放射能汚染対策を推進し安心・安全な生活環境確保に努めます。 

・環境放射線量の定期的な測定・公表を行い、安心して生活できる仕組みづくりを行いま

す。 

・保育園・学校など、子どもたちが多く利用する施設では、雨どいの下、側溝など周辺よ

り線量が高い可能性のある場所について特に重点的に測定を行い、高い線量が計測され

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

降雨・降雪のｐＨ値測定回数 実施なし 毎年 1 回実施 

野焼き等苦情件数 ８件 ０を目指す 

事業者アンケート 

「有害物質の使用量削減の取り組み状況」 
52％ 70% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
１１１１－－－－５５５５    

有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質やややや酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨、、、、酸性雪酸性雪酸性雪酸性雪、、、、放射能放射能放射能放射能対策対策対策対策をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、    

安全安全安全安全なななな環境環境環境環境にしていきますにしていきますにしていきますにしていきます。。。。    
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た場所においては、除染することにより放射線被ばくを防ぎます。 

・市民が放射性物質や放射能について正しい知識を得られるよう、学習会などを通じ啓発

を行っていきます。 

・学校給食の食材について放射線量の計測を定期的に行うなど、子どもたちを被ばくから

守るための仕組みづくりを検討していきます。 

・飯山市から 50ｋｍ以内に位置する柏崎刈羽原子力発電所について、事故を発生させない

ための対策について継続的に働きかけを行うとともに、万が一事故が発生した場合を想

定して、対応の準備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・身近な環境について関心を持ち、知識や情報を入手するよう心がける。 

・放射能について正しい知識を持ち、食品などによる被ばくを防止する。 

 

●事業者の取り組み 

・有害化学物質の適正な使用や処理を徹底する。 

・農地における農薬や化学肥料の使用を抑制し、なるべく環境の保全に配慮した農業

を行う。 
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１１１１    森林森林森林森林・・・・農地農地農地農地・・・・河川河川河川河川のののの多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能のののの活用活用活用活用    

 

 

 

 

（１）多面的機能の維持･活用を推進します。 

・農地の無秩序な転用を抑制し、優良な農地の保全に努めます。 

・かつて地域の人々にとって身近であった里地里山の価値を見直すため、学習の機会を増

やしていきます。 

・荒廃農地は他の用途への転換などにより、適正利用を進めていきます。 

・グリーンツーリズム、自然体験教室、ラフティングボート、カヌーなど自然資源を活用

した観光の振興を進めていきます。 

 

（２）中山間地域等の保全と農地の維持管理を促進します。 

・中山間地域の自然と風土を保全・活用していくため、学習の機会を作ったり、住民参加

の仕組みづくりを検討していきます。 

・グリーンツーリズムの推進及び中山間地域の特色を活かした、農業体験学習の場として

の活用や環境学習への活用を進めていきます。 

・農地の遊休化・荒廃化を防ぐため、集落営農組織、担い手農家等への農地の利用集積を

進めていきます。 

 

（３）森林地域の整備を推進します。 

・水源かん養、国土保全機能など森林の持つ公益的機能を維持・増進していくため、計画

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

市面積に占める森林面積の確保率 59% 

 森林面積 12,004ha 

現状維持を 

目指します 

市面積に占める耕地面積の確保率 9.8％ 

 経営耕地面積 1,654ha 

現状維持を 

目指します 

市民アンケート「自然の豊かさに対する満足度」 81.6% 90% 

    ““““ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの自然自然自然自然がががが守守守守りりりり育育育育てられていくまちてられていくまちてられていくまちてられていくまち””””                        

「「「「森林森林森林森林・・・・農地農地農地農地・・・・河川河川河川河川がががが持持持持つつつつ機能機能機能機能のののの保全保全保全保全とととと活用活用活用活用やまちのやまちのやまちのやまちの緑化緑化緑化緑化をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、    

人人人人もももも含含含含めためためためた」」」」生態系生態系生態系生態系のののの維持維持維持維持・・・・創出創出創出創出をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。」。」。」。」    

基本目標基本目標基本目標基本目標    ２２２２    

個別個別個別個別目標目標目標目標    
２２２２－－－－１１１１    

森林森林森林森林････農地農地農地農地････河川河川河川河川がががが持持持持つつつつ他面的機能他面的機能他面的機能他面的機能をををを大切大切大切大切にしにしにしにし、、、、色色色色々々々々なななな工夫工夫工夫工夫とととと人人人人とのかかわとのかかわとのかかわとのかかわ

りでりでりでりで保全保全保全保全････活用活用活用活用をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    
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的な森林の保育・整備を進めていきます。 

・荒廃森林の間伐等の整備対策を検討するとともに、複層林の整備を推進し、適地適木に

よる多様な森林整備を進めていきます。 

・災害防止、生態系の保全、木材の安定供給といった森林が持つ多面的機能を有効に発揮

できるよう、自然的条件や地域のニーズ等に応じた機能間の調整を図りつつ、整備を進

めていきます。 

 

（４）体系的な施策による保全を図ります。 

・自然特性や土地利用状況等を考慮し、それぞれの地域に応じた体系的な保全を行ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・里山や中山間地域保全のための活動に積極的に参加する。 

・耕作放棄農地をなるべく減らす。 
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２２２２    生物生物生物生物のののの多様性多様性多様性多様性のののの確保確保確保確保    

 

 

 

（１）生態系を守り、野生動植物の保護に取り組みます。 

・鳥獣保護区や禁猟区の設定、天然記念物の指定などを行い、野生動植物や生息・生育環

境を保護・管理していきます。 

・野生鳥獣や高山植物等を保護するための指導員を配置し、監視活動や啓発活動を行って

いきます。 

・ブラックバスやオオブタクサ、アレチウリなど外来種の増殖について市民が知る機会を

作り、増殖を抑制することで生態系の攪乱を防止していきます。 

・野生鳥獣「保護管理」の理解を深め、共存の仕組みを工夫していきます。 

 

（２）生物の生息・生息地の保全と創出に取り組みます。 

・冬期湛水※の実施や休耕田・水路を活用し、生態系の維持・創出を図ります。 

・里山の保全や回復を図り、生物多様性の保全に積極的に取り組みます。 

・千曲川沿いの樹木、ヨシ原（悪田自然緑地）は出来るだけ残し、繁みをつくったり、ヤ

ナギなどを残したりして、野鳥の住み家や渡り鳥の休憩場所として自然豊かな水辺づく

りを進めていきます。 

※冬期湛水（とうきたんすい）…稲収穫後の水田において、水を張ること。この取り組みにより、様々な生物の育成

環境の提供が可能となる。） 

 

（３）自然環境の調査、研究等を推進します。 

・自然環境の調査、研究等を推進します。 

・身近な生き物から野生鳥獣まで、地域に存在する様々な生物の調査を、市民の参加や各

種団体等の協力を得ながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

鳥獣保護区指定面積 2,464ha 現状維持 

天然記念物指定数 17 件 20 件 

市民アンケート 

「多様な生物の存在に対する満足度」 
80% 90% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
２２２２－－－－２２２２    在来在来在来在来のののの生生生生きききき物物物物たちのたちのたちのたちの生育環境生育環境生育環境生育環境としてのとしてのとしてのとしての生態系生態系生態系生態系をををを守守守守りりりり、、、、回復回復回復回復しししし、、、、創出創出創出創出していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

●市民の取り組み 

・オオクチバス（ブラックバス）等の外来種の魚を河川や湖沼に放さない。 

・オオブタクサやアレチウリなど外来種の植物の駆除を行う。 

・自然観察・自然学習会などに積極的に参加する。 
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３３３３    人人人人とととと自然自然自然自然とのふれあいのとのふれあいのとのふれあいのとのふれあいの創出創出創出創出    

 

 

 

（１）自然とのふれあいの場づくりを推進します。 

・環境保全、レクリエーション利用、景観形成、防災効果等、緑に期待する機能に応じた

樹種や植栽方法などそれぞれの場所にふさわしい緑の保全、創出を進めていきます。 

・ブナやケヤキなど、緑に求める機能・役割を見極めながら適地適木による緑化を進めて

いきます。 

・保存樹木・樹林の指定制度などを創設し、地域のシンボルとして守り育てていく仕 組

みをつくっていきます。 

・自然に残った地形や植生を活かした親水護岸づくり等により、川と生き物とのふれあい

の場づくりを進めていきます。 

・千曲川を中心に、市全体が飯山らしい生態系を保全していくため、地域と連携し活動を

推進していきます。 

・住宅地や工作物の建築の際には、緑地や土壌面を確保していくための啓発を行っていき

ます。 

 

（２）自然との共存意識の向上に取り組みます。 

・山野等でのポイ捨てや貴重な植物の採取を行わないなど、自然と共存するうえでのマナ

ーの徹底を図っていきます。 

・緑の修復・保全のため、地域のお伝馬による草刈りなどを転入者も含め継続して実施し

ていくことや、人間の都合だけではなく自然との共存を図っていくための意識啓発を行

っていきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

樹木の天然記念物指定数 16 本 20 本 

親水型護岸整備箇所 8 か所 10 か所 

環境美化活動実施状況 66％ 80％ 

市民アンケート「自然の豊かさに対する満足度」 82％ 90％ 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
２２２２－－－－３３３３    緑化緑化緑化緑化をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、自然自然自然自然とのふれあいやとのふれあいやとのふれあいやとのふれあいや生態系生態系生態系生態系のつながりをのつながりをのつながりをのつながりを創出創出創出創出していきますしていきますしていきますしていきます。。。。 

●市民の取り組み 

・自分の身近にある天然記念物等指定樹木を知り、地域のシンボルとして保全を行う。 

・敷地内の緑化に努める。 

・山菜取りでは必要な量だけを収穫し、貴重な山野草は取らない。 

●事業者の取り組み 

・事業所内の緑化に努める。 
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４４４４    自然環境保全制度自然環境保全制度自然環境保全制度自然環境保全制度のののの充実充実充実充実    

 

 

 

※郷土環境保全地域･･･優れた自然を県民の貴重な資産として後代に伝えるとともに、県民の良好な生活環境の保

全を図ることを目的に長野県が指定する地域。市内は小菅山が指定されている。 

 

（１）規制的制度による自然環境保全対策を推進します。 

・自然環境の保護・保全について総合的な対策を進めるにあたり、現行の市自然保護条例

の内容を検証し、必要に応じて見直しを行っていきます 

・事業活動を行うに当たり、 環境の保全について多方面から適正に配慮が行われるよう、

事業者への指導・啓発をしていきます。 

 

（２）環境への影響に関する評価手法を導入します。 

・開発計画については住民の意見を充分に反映させるとともに、一定規模以上の開発行為

に対しては、開発するものに対し環境への影響について調査を義務付けることを検討し

ていきます。 

・自然環境に影響を与える開発計画に対しては、環境保全計画書を提出させ、開発後は定

期的に保全の実施状況の報告をさせるような仕組みづくりを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目  現状値（H22） 目標値 

郷土環境保全地域指定数（※） １か所 2 か所以上 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
２２２２－－－－４４４４    開発開発開発開発によるによるによるによる自然環境自然環境自然環境自然環境へのへのへのへの影響影響影響影響をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、適切適切適切適切なななな保全対策保全対策保全対策保全対策をすすめていきますをすすめていきますをすすめていきますをすすめていきます。。。。 

●事業者の取り組み 

・環境保全の指定を受けた地域の開発はなるべく避ける。 
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１１１１    歴史歴史歴史歴史的的的的・・・・文化的環境文化的環境文化的環境文化的環境のののの保全保全保全保全    

 

 

 

 

（１）歴史・文化的環境の保全 と活用を推進します。 

・地域の歴史的・文化的資源の調査・把握を専門家や地区のお年寄りなど幅広い市民の参

加を得て行うとともに、新たな文化財の指定を進めていきます。 

・郷土の史跡や天然記念物などへの興味・関心を高めるため、指定文化財の案内板や説明

板の整備をすすめ、郷土学習の場としての活用を図っていきます。 

・人間と自然との長期に亘る相互作用によって生み出された民家群と背景の里山植生など

の文化的景観や歴史的建造物を、文化財として選定する検討を進めていきます。 

・地域の歴史や文化について学ぶ学習会や検定等を継続的に実施し、歴史的・文化的環境

を活用していくための人材育成を図っていきます。 

・各地域の伝統行事、伝統芸能を継承していくため、保存団体の支援や幅広い市民の参加

を促すための情報提供を行っていきます。 

 

（２）個性ある“まち”の創出に取り組みます。 

・先人の環境に対する生活態度や知恵、取り組みを見直し、活かし、まちの個性としてみ

がいていきます。 

・歩道の整備等に際しては、維持管理に配慮した上で、石や木などの自然素材のものを活

用し、まちの個性づくりをすすめていきます。 

・四季の鮮やかさと寺まちのたたずまいを感じさせる、散策路やまち並みを整備していき

ます。 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

指定文化財件数 80 件 100 件 

指定文化財における史跡･貴重建造物数 14 件 20 件 

市民アンケート「歴史･文化保存に対する満足度」 75％ 現状維持 

““““四季四季四季四季のののの変化変化変化変化にとけにとけにとけにとけ込込込込んだんだんだんだ森森森森のまちのまちのまちのまち””””    

「「「「歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化・・・・景観景観景観景観のののの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用とととと、、、、自然自然自然自然とととと人人人人とのふれあいのとのふれあいのとのふれあいのとのふれあいの場場場場づくりづくりづくりづくり

をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、まちのまちのまちのまちの個性個性個性個性をみがいていきますをみがいていきますをみがいていきますをみがいていきます。」。」。」。」    

基本基本基本基本目標目標目標目標    ３３３３    

個別個別個別個別目標目標目標目標    
３３３３－－－－１１１１    歴史歴史歴史歴史的的的的・・・・文化的文化的文化的文化的なななな環境環境環境環境のののの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、まちのまちのまちのまちの個性個性個性個性をみがいていきますをみがいていきますをみがいていきますをみがいていきます。。。。    
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●市民の取り組み 

・地域にどんな文化財があるかを、地域活動や学習会などに参加して学ぶ。 

・地域の祭礼などに積極的に参加し、伝統行事の継承に努める。 

●事業者の取り組み 

・歴史的・文化的建造物等の周囲で開発を行う場合は、それらに配慮し調和するよう

努める。 

●飯山市ふるさと館 

 飯山市のふるさと学習の拠点として平

成 18 年に開館。市内の自然・歴史を学

ぶための展示に加え、各種教室・講座

も随時行っている。 
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２２２２    良好良好良好良好なななな景観景観景観景観のののの形成形成形成形成    

 

 

 

 

（１）良好な景観形成へ誘導します。 

・「飯山市景観形成基本計画」に基づき、人が集う場所、農村集落、沿道、水辺・緑・公

園などの風景づくりを進めていきます。 

・「飯山市沿道景観維持に関する指導要綱」に基づいて、良好な景観の妨げとなる屋外広

告物の撤去や規制を進めていきます。 

・自然景観やまち並みと調和のとれた景観形成のため、「高社山麓・千曲川下流域景観形

成育成重点地域」制度に 基づく景観形成基準を守っていきます。 

・大規模開発行為者に対する景観配慮の指導を行っていきます。 

・間伐等により眺望がよくなる山や丘陵などを眺望ポイントとして確保し、良好な景観を

楽しめる場づくりを 行っていきます。 

・地域にふさわしい景観づくりを推進するため、景観行政団体への移行、景観条例の施行、

景観計画の策定を行っていきます。 

 

（２）景観形成に対する意識の啓発を推進します。 

・建造物や広告物に対する景観だけでなく、まち並みや 山間地、河川などの風景も含め

た景観に対する意識を 高めていきます。 

・建造物を周囲の自然に配慮したものとしたり、街路樹の手入れやごみの撤去を行ったり

するなど、市街地の景観形成に配慮していく意識を高めていきます。 

・良好な景観形成に対する市民や事業者の取り組みを推進するため、「いいやま景観賞」

の選考、景観点検の実施、研修会、講習会など飯山市景観形成推進協議会の活動を進め

ていきます。 

・フラワーロードの植栽・管理や景観形成住民協定の締結など、住民参加による景観づく

りをすすめていきます。 

・「景観シンポジウム」の内容を充実していくなど市民への啓発を進めていきます。 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

景観形成住民協定締結数 6 地区 10 か所以上 

指定文化財における名勝数 0 か所 5 か所以上 

市民アンケート「風景の美しさに対する満足度」 79％ 現状維持 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
３３３３－－－－２２２２    美美美美しいしいしいしい山河山河山河山河やややや四季四季四季四季のののの変化変化変化変化などのなどのなどのなどの景観的特徴景観的特徴景観的特徴景観的特徴をををを守守守守りりりり、、、、活活活活かしていきますかしていきますかしていきますかしていきます。。。。    
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●市民の取り組み 

・地域に花の植栽を行ったりフラワーロード植栽に参加し、美しい景観作りに努める。 

・個人宅においても、草刈りや清掃など家屋や敷地の維持・管理を行う。 

・家屋の新築・改築にあたっては、周囲の景観との調和に十分配慮する。 

●事業者の取り組み 

・建物の建設や看板の設置にあたっては、周囲の景観との調和に十分配慮する。 
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３３３３    豊豊豊豊かなかなかなかな緑緑緑緑のののの保全保全保全保全とととと創出創出創出創出    

 

 

 

（１）公園緑地の整備と創出を推進します。 

・公共施設における緑化やフラワーロードの植栽を進めるとともに、道路整備等により生

み出される残地に木を植えるなど、緑地の整備を行っていきます。 

・市街地の緑化や人のふれあいの場を創出するため、都市公園の整備を進めていきます。 

・ため池や遊休地の活用、お宮を中心とした小公園的な整備など、地域に根ざした“公園”

づくりを進めていきます。 

・災害時に避難場所ともなる防災機能をもった公園緑地を確保していきます。 

 

（２）ふれあいのある散歩道の整備と創出を推進します。 

・地域の特性を考慮した街路樹やフラワーロードの整備を行い、まち中の木陰や四季の彩

を創出する取り組みを進めていきます。 

・道路沿道における街路樹や緑地等の整備と適正管理により、道路交通環境等の改善を進

めていきます。 

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に利用できるよう、専用道の整備を進めていきます。 

・自然とふれあい、人とふれあう散策道等の情報を市民から集め、ふれあい散策道マップ

をつくっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

都市計画公園数 ６か所 9 か所 

市民一人当たり都市公園面積 11.9 ㎡ 15 ㎡ 

フラワーロード植栽延長 7.7km 10km 

都市計画用途地域内緑地面積率 29.7％ 40% 

市民アンケート「身近な公園･広場に対する満足度」 36％ 45% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
３３３３－－－－３３３３    

自然自然自然自然とふれあいとふれあいとふれあいとふれあい、、、、人人人人とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう公園公園公園公園やややや散歩道散歩道散歩道散歩道づくりなどをづくりなどをづくりなどをづくりなどを    

市民市民市民市民のののの参加参加参加参加ですすめていきますですすめていきますですすめていきますですすめていきます。。。。    

●市民の取り組み 

・地域の公園を住民の手により維持・管理する。 
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４４４４    ふれあいとふれあいとふれあいとふれあいと特性特性特性特性をををを活活活活かしたまちづくりのかしたまちづくりのかしたまちづくりのかしたまちづくりの推進推進推進推進    

 

 

 

（１）地域の特性を活かしたまちづくりに取り組みます。 

・市全体が“ゆきと寺のまち”として感じられるよう、地域の特性や自然を活かしたまち

づくりを進めていきます。 

・自然、歴史、文化等に育まれた地域の特色を見直し、個性として活かしたまちづくりを

地域全体で考えていきます。 

 

（２）人にやさしいまちづくりに取り組みます。 

・日常の生活空間において、歴史や自然、地理的条件を活かした生活の知恵、文化、伝統

が市民の意識として感じられるまちづくりを進めていきます。 

・市街地や住宅地の整備に当たっては、自然環境に配慮し、緑や景観などアメニティー（快

適環境）の創出に努めるとともに、エネルギー消費やごみ処理などは環境負荷の少ない

工夫を取り入れていきます。 

・公共建築物、道路、公園、公共交通機関等のバリアフリー化など、高齢者や障害者に配

慮したまちづくりや施設整備を進めていきます。 

・ユニバーサルデザイン（※）の発想を公共事業などに積極的に採用していきます。 

 

※ユニバーサルデザイン･･･障がいの有無、年齢、性別、国籍、人種等にかかわらず、多様な人々が気持ちよく使える

ように設計された物や都市、生活環境のこと。 

 

（３）環境に配慮した土地利用を推進 します。 

・新幹線飯山駅効果による都市的土地利用の進行に対し、都市計画区域の編入及び用途地

域の見直し等を行います。 

・全市的な都市的土地利用と農業的土地利用の調和を図り、適正な土地利用を誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

都市計画区域面積 1,083ha 1,246ha 

市民アンケート 

「福祉への配慮に対する満足度」 
58％ 65％ 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
３３３３－－－－４４４４    

歴史歴史歴史歴史のののの趣趣趣趣きときときときと静静静静かなたたずまいをかなたたずまいをかなたたずまいをかなたたずまいを活活活活    かしてかしてかしてかして、、、、自然自然自然自然とととと人人人人とのふれあいのとのふれあいのとのふれあいのとのふれあいの

あるまちづくりをすすめていきますあるまちづくりをすすめていきますあるまちづくりをすすめていきますあるまちづくりをすすめていきます。。。。    

●市民の取り組み 

・地域で特色を話し合い、個性を活かした地域づくりに取り組む。 
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１１１１    雪害対策雪害対策雪害対策雪害対策とととと雪雪雪雪のののの活活活活用用用用    

 

 

 

（１）雪に強いまちづくりを推進します。 

・市民・事業者・行政が互いに協力して克雪活動を推進し、住みよい地域づくりを進める

ため、「飯山市克雪地域づくり市民協議会（※）」の活動を充実していきます。 

・堆雪帯、歩道除雪、無散水融雪施設、流雪溝など雪対策を考慮した道路整備を進めてい

きます。 

・除雪を進める上で地域の協力は不可欠です。機械除雪が困難な路線については、各家庭

での普及が拡大しているハンドロータリー車を借用（スクラム除雪）する等の協力を求

めながら進めていきます。 

・克雪型住宅の普及などにより、安心して暮らせる環境づくりを進めていきます。 

・冬期間の日常的生活空間を確保するための雪処理対策として、流雪溝の整備を進めてい

きます。 

※克雪地域づくり市民協議会･･･市民と関係機関が協力して克雪活動を推進することにより、活力ある住みよい地域

づくりを進めることを目的として昭和 61 年に設立された協議会。 

 

（２）雪を味方にした暮らしを工夫し推進します。 

・雪を観光資源として、「いいやま雪まつり」、「かまくら祭り」、雪国体験などのイベ

ントを開催し、飯山市の魅力を市内外へ PR していきます。 

・小型除雪車の効率的配備などにより、除雪困難路線の解消を進めていきます。 

 

（３）雪エネルギーの研究や活用に取り組みます。 

・雪エネルギーの利用には費用対効果など課題も残されていますが、今後も技術革新の動

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

冬期間の道路交通確保率 42％ 55%以上 

無散水融雪施設整備路線延長 5.4km 10km 以上 

流雪溝整備路線延長 6.9km 20km 

““““循環型循環型循環型循環型のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを実践実践実践実践するまちするまちするまちするまち””””    

「「「「雪雪雪雪のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をすすめるともにをすすめるともにをすすめるともにをすすめるともに、、、、ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを見直見直見直見直しししし、、、、資源資源資源資源をををを大大大大

切切切切にするにするにするにする循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をつくっていきますをつくっていきますをつくっていきますをつくっていきます。」。」。」。」    

基本目標基本目標基本目標基本目標    ４４４４    

個別個別個別個別目標目標目標目標    
４４４４－－－－１１１１    

雪害対策雪害対策雪害対策雪害対策をををを強化強化強化強化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、克雪克雪克雪克雪・・・・親雪親雪親雪親雪のののの工夫工夫工夫工夫をををを行行行行いいいい、、、、雪雪雪雪をををを味方味方味方味方にしたにしたにしたにした暮暮暮暮

らしらしらしらし方方方方をすすめていきますをすすめていきますをすすめていきますをすすめていきます。。。。 
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向を見ながら、環境教育の意味合いを含め、多様な雪エネルギーの利活用について検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・雪下ろしや除雪は周囲に配慮し、思いやりや協力心を持って行う。 

・路上駐車など道路除雪の妨げになる行為はしない。 

・住宅の建設にあたっては、雪の処理を考慮した設計を行う。 

・スキー場や雪まつりなどに出かけ、雪を楽しむ。 
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２２２２    資源資源資源資源・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの有効利用有効利用有効利用有効利用    

 

 

 

（１）省資源･省エネルギーに対する意識の啓発を推進します。 

・自然への感受性を高め、風、木陰の涼など自然の力やエネルギーを活かした暮らし方の

工夫など、日常生活における省エネルギーへの取り組みを進めていきます。 

・あらゆる機会を通じて家庭での省エネルギーに向けた普及啓発を進めていきます。 

・エネルギーの大切さを学ぶ場や機会を設けていきます。 

 

（２）新エネルギーの研究と活用に取り組みます。 

・新エネルギービジョンに基づき、生活環境や気候風土などの地域特性を踏まえ、地域資

源を活かした新エネルギーの普及促進を図ります。 

・新エネルギーに係る各種情報の提供に努めるとともに、新エネルギーの活用に対する支

援策等の検討を行ないます。 

・平成２２年度に市役所庁舎に太陽光発電装置を設置しました。今後も、多くの市民が利

用する公共施設への新エネルギーの導入を図り、新エネルギーの普及を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

電力使用量 223,134MWh 現状維持 

上水道使用量 2,046 千㎥ 現状維持 

上水道の有収率 78.5% 85%以上 

公共施設新エネルギー設備設置施設数 ３か所 10 か所以上 

市民アンケート「自然エネルギーの利用状況」 7％ 20% 

事業者アンケート「自然エネルギーの利用状況」 1％ 15% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
４４４４－－－－２２２２    

省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした暮暮暮暮らしやらしやらしやらしや、、、、自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、未利用未利用未利用未利用エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの活活活活

用用用用をすすめていきますをすすめていきますをすすめていきますをすすめていきます。。。。 

●市民の取り組み 

・照明をこまめに消したり、電化製品のコンセントを抜いたりして、家庭での節電に

努める。 

・住宅へ太陽光発電システムを設置する。 

●事業者の取り組み 

・機器の更新の際には節電効率の高いものを導入する。 
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３３３３    環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動のののの促進促進促進促進    

 

 

 

（１）環境美化活動を促進します。 

・環境美化一斉行動（ゴミゼロ運動の日） を全市的に展開していく体制を整備していく

とともに、環境教育の場として活用するなど、環境美化意識の醸成を図っていきます。 

・環境美化実施団体への支援を行うとともに、多くの市民が気軽に活動に参加できる仕組

みをつくっていきます。 

・地区の環境衛生委員と連携し、地域の実情にあった実効性を高める取り組みを実施でき

る仕組みを検討していきます。 

 

（２）環境保全意識の啓発と指導を推進します。 

・住宅地における空地等の適正な管理の指導や環境に影響を及ぼす物品の屋外貯蔵に対す

るパトロールや指導を進めていきます。 

・自動販売機の設置にあたっても環境に悪影響を及ぼすことのないよう啓発を行い、環境

に良くないものについては指導を行っていきます。 

・ごみ処理に対する意識改革や美化活動、廃棄物の投棄などに対し、意識の変革を進めて

いきます。 

・市が率先して環境保全行動に取り組むとともに、企業の環境管理マネジメントシステム

取得の啓発を進めていきます。 

・「市民清掃の日」を定期的に設けるなど、市民が自主的に環境保全行動に取り組むこと

のできる場づくりや、意識の啓発を進めていきます。 

 

（３）不法投棄防止対策を推進します。 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

環境美化一斉行動参加者数 83 人 150 人以上 

地域の環境美化活動実施率 66％ 60%以上 

不法投棄通報件数 ３件 ０目指す 

不法投棄ごみ回収量 3t ０目指す 

ISO14001 取得事業所数 ３事業所 ５事業所以上 

市民アンケート「まちのきれいさに対する満足度」 64％ 65% 

市民アンケート「地域美化活動への参加状況」 47％ 60% 

事業者アンケート 

「事業所周辺の清掃活動実施状況」 
設問なし 70% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
４４４４－－－－３３３３    

環境美化活動環境美化活動環境美化活動環境美化活動をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、環境環境環境環境モラルモラルモラルモラルのののの向上向上向上向上とととと    

環境環境環境環境へのへのへのへの監視監視監視監視をををを強強強強めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。 
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・環境保全推進員、不法投棄監視員等による定期的なパトロール体制の維持など、常時監

視体制を充実していきます。 

・放置自転車、放置自動車などには、未然防止策を中心に対策を実施していきます。 

・不法投棄の監視に当たっては、地区の衛生委員の協力を得るなど、より効果を高めるよ

うな協力体制を検討していきます。 

 

（４）地球環境にやさしい活動に取り組みます。 

・日常生活や事業活動において、常に地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、生物多様性

の喪失といった地球環境問題を意識して消費、生産を行い行動できるよう、あらゆる機

会を捉えて啓発活動を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・地域の環境美化に努め、不法投棄やポイ捨てをしにくい環境づくりを地域全体で取

り組む。 

●事業者の取り組み 

・エコアクション２１や環境ＩＳＯなどの環境マネジメントシステム取得に取り組む。 
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４４４４    循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会をををを意識意識意識意識したしたしたしたライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルのののの形成形成形成形成    

 

 

 

（１）ごみの排出抑制を推進 します。 

・家庭にごみになるものを持ち込まないことや包装ごみの減量化を図るため、買い物の際

には買い物袋を持参するマイバッグ運動を、事業者と共に進めていきます。 

・商品を購入する際、廃棄後の処理を考慮に入れてリサイクルできる商品や簡易包装商品、

及び再使用できる商品を選択する「３Ｒ（※）」意識が一層浸透するよう、取り組みを

推進していきます。 

・レジ袋削減やごみの減量、容器を回収しリサイクルする活動など、環境配慮に積極的に

取組む商店、事務所等の事業所の取り組みを集約し公表することにより、環境問題に対

する意識を高めていきます。 

・事業系一般廃棄物を多量に排出する事業所に対し、減量計画の策定、提出を義務 付け、

排出抑制や排出された廃棄物の循環的利用を計画的に推進するよう指導して いきます。 

 

※３R･･･Reduce（リデュース）：減量、Reuse（リユース）：再使用、Recycle：（リサイクル）：再資源化の３つの頭文字「R」

からできたごみ減量のための考え方で、①ごみの発生抑制 ②再使用 ③ごみの再資源化 の優先順位でごみの

削減に努めようと呼びかけているもの。 

 

（２）ごみ問題に関する教育、啓発活動を推進します。 

・ごみを焼却すれば焼却灰やＣＯ２など別の物質が発生し、その処理にも費用や労力がか

かっていることを市民に知ってもらうことで、ごみ減量の必要性を認識し実践につなが

るよう取り組みを行っていきます。 

・ごみ問題、環境問題についての情報提供やごみ処理施設の開放、見学等あらゆる機会を

通じて、ものを大切にすること、リサイクルを推進することの必要性への認識を高めて

いきます。 

・小・中学生がごみ処理の方法、分別の仕方、資源の重要性等の学習を行うために必要な

講師の派遣や施設見学等を行っていきます。 

・地域での各種会合の際、ごみ処理や環境問題についての学習会・説明会、出前講座を行

い、市民の理解を深めていきます。 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

ごみの処理量 5,402t 予測量の 20%削減 

資源物回収量 1,058t 22 年度実績の 100%増加 

ごみのリサイクル率 16.7％ 34% 

廃油回収量 3.5t 5t 

事業者アンケート 

「環境にやさしい製品･技術開発への取り組み状況」 
15％ 35% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
４４４４－－－－４４４４    

ごみをごみをごみをごみを出出出出さないさないさないさない生活生活生活生活スタイルスタイルスタイルスタイル、、、、ごみをつくらないごみをつくらないごみをつくらないごみをつくらない生産生産生産生産スタイルスタイルスタイルスタイルにににに変変変変えていきえていきえていきえていき

ますますますます。。。。 
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・ごみの減量を推進していく上でコミュニティの果たす役割は重要であるため、地域の衛

生委員やごみ減量推進員と連携し、ごみの排出抑制、再使用、リサイクル等に関するル

ールの浸透を図っていきます。 

 

（３）ごみに関する情報の提供等を推進 します。 

・ごみの排出・処理状況、資源物のリサイクル状況、処理経費、減量化への取組み状況な

どについて、市報、市のホームページ、ＣＡＴＶ等を通じ広く市民に公表し、ごみ問題

に対する意識を高めていきます。 

・グリーン購入を促進するため、市が率先して調達に取組むことにより、市民及び事業者

への取り組みを広げ、普及させていきます。 

・エコマーク商品、グリーンマーク商品などのリサイクル製品に関する情報を提供してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・「３Ｒ」意識を常に持って商品を購入する。 

・買い物の際はマイバッグを持って出かける。 

・商品購入の際はエコ商品を選ぶ。 

●事業者の取り組み 

・買い物客にマイバッグの持参を呼びかけたり、過剰包装を控えたりする。 
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５５５５    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル（（（（３３３３Ｒ）Ｒ）Ｒ）Ｒ）のののの推進推進推進推進とととと適正処理適正処理適正処理適正処理    

 

 

 

 

（１）ごみの減量化のための取り組みを推進します。 

・ごみの減量目標値を定め、市民・事業者・行政が一体となって目標達成に向けて取り組

んでいきます。 

・分別収集の促進やごみ排出量の抑制を図るため、減量目標の達成状況を検証し、ごみ収

集の有料化導入に向けた検討を行っていきます。 

・家庭で不用になった耐久消費財等の再使用を推進するため、市報で行っている「不用品

情報コーナー」の周知・利用を拡充していきます。 

・ごみや資源の分別方法、出し方等に関する分かりやすいパンフレットなどを作成・配布

し、分別意識の向上を図っていきます。 

 

（２）資源物の回収と再生利用を推進します。 

・休日資源物回収の増加や、自動車を持っていない人も資源物を出しやすくするなど、資

源物回収体制の充実を進めていきます。 

・上手な生ごみ堆肥化方法の情報提供や、処理機等の購入に対する支援を行い、生ごみの

自家処理を進めていきます。 

・資源物の集団回収を促進するための助成金の交付や参加団体、実施回数が増加していく

ような回収・流通体制づくりを進めていきます。 

・街路樹、せん定枝は回収しチップ化して配布することで、資源として活用していきます。 

・ごみとして捨てられている廃食用油をなるべく多く回収し、燃料等にリサイクルしてい

きます。 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

ごみの処理量 5,402t 検討中 

資源物回収量 1,058t 検討中 

集団回収量 431t 検討中 

ごみのリサイクル率 16.7％ 検討中 

生ごみ処理器補助基数 
1,779 基 

（H3～H22 累計）
3,000 基 

ごみステーション整備補助基数 284 基 300 基以上 

農業用廃プラスチック回収量 16t 80t 以上 

事業者アンケート 

「廃棄物の減量化への取り組み状況」 
76％ 80% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
４４４４－－－－５５５５    不用品不用品不用品不用品のののの再使用再使用再使用再使用（（（（リユースリユースリユースリユース））））やややや再生利用再生利用再生利用再生利用（（（（リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル））））をすすめていきますをすすめていきますをすすめていきますをすすめていきます。。。。 
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（３）ごみ処理施設の計画的な整備を推進します。 

・処理施設の適正な運営管理を徹底していくとともに、処分方法、リサイクル方法につい

て検討を進め、環境への負荷を低減していきます。 

・ごみの減量を進めることで、焼却灰を埋め立てる最終処分場をできるだけ長い期間使用

できるよう取り組みます。 

 

（４）廃棄物の適正処理に関する指導・啓発を推進します。 

・粗大ごみ、農業用廃プラスチック、農薬などの排出方法の周知徹底や、回収体制の充実

を行っていきます。 

・不法投棄防止や野外焼却禁止の周知徹底、指導等を強化していきます。 

・適正処理が困難なものの処理方法の周知や、製造・販売業者が回収ルートを確保してい

く仕組みづくりを検討していきます。 

・産業廃棄物の適正処理に関する事業者との情報交換を行ったり、施設周辺の生活環境に

影響を与えないよう指導したりしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民の取り組み 

・家庭で不要になった物はすぐに捨てるのではなく、リサイクルショップや市の不用

品情報コーナーを活用して、必要な人に使ってもらう。 

・生ごみは堆肥化するなどして、なるべくごみとして出さないようにする。 

・地域の集まりなどにおいても、ごみの分別を徹底する。 

●事業者の取り組み 

・ごみの分別を管理・徹底し、できるだけ資源化する。 

・産業廃棄物は法を順守し適正に処理をする。 
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１１１１    環境教育環境教育環境教育環境教育････環境学習環境学習環境学習環境学習のののの推進推進推進推進とととと環境情報環境情報環境情報環境情報のののの収集収集収集収集････発信発信発信発信    

 

 

 

（１）環境教育･環境学習を推進します。 

・環境に関する教育・学習を生涯学習のメニューとして位置付け、環境の変化を感じるこ

とができるような意識向上を図ります。 

・子ども達が環境問題を自分の手で切り拓いていく意欲と主体性を持てるよう、学校にお

ける環境教育・学習を充実していくよう働きかけや協力を行っていきます。 

・親子で環境を学習する機会を設けるなどして、大人が子ども達と環境学習に取り組むこ

とのできる方法を検討していきます。 

・地区活性化センターや学校に環境情報コーナーを設けるなど、地域に根ざした環境学習

の場づくりを進めていきます。 

 

（２）環境情報の収集と発信に取り組みます。 

・市報、市のホームページ、ＣＡＴＶ等を活用し、ホタルの見られる場所や環境美化活動

の年間スケジュール、環境イベントの開催状況など環境情報の収集・発信を行っていき

ます。 

・家庭での環境教育を進めていくため、環境について先進的な取り組みをしている自治体

を調査し、飯山市でも取り組みやすい方策を検討します。 

・環境セミナーなど魅力ある学習の機会を企画し、市民が意欲的に環境学習に取り組む環

境を整備していきます。 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

市民アンケート「環境学習等への参加状況」 20％ 40％ 

事業者アンケート 

「環境に関する社員教育への取り組み状況」 
20％ 35％ 

““““市民市民市民市民がががが主体的主体的主体的主体的にににに活動活動活動活動していくまちしていくまちしていくまちしていくまち””””    

「「「「環境情報環境情報環境情報環境情報のののの収集収集収集収集････発信発信発信発信、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習････環境教育環境教育環境教育環境教育････環境行動環境行動環境行動環境行動のののの機会機会機会機会のののの提供提供提供提供とととと、、、、    

    人材育成人材育成人材育成人材育成やややや連携連携連携連携････支援支援支援支援のためののためののためののための仕組仕組仕組仕組みづくりをすすめていきますみづくりをすすめていきますみづくりをすすめていきますみづくりをすすめていきます。」。」。」。」    

基本目標基本目標基本目標基本目標    ５５５５    

個別個別個別個別目標目標目標目標    
５５５５－－－－１１１１    

環境情報環境情報環境情報環境情報のののの収集収集収集収集････発信発信発信発信やややや催催催催しのしのしのしの開開開開催催催催などなどなどなど、、、、子子子子どもからどもからどもからどもから大人大人大人大人までまでまでまで、、、、様様様様々々々々なななな環境環境環境環境

学習学習学習学習のできるのできるのできるのできる機会機会機会機会やややや場場場場をををを設設設設けていきますけていきますけていきますけていきます。。。。    
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●市民の取り組み 

・環境セミナーや環境観察会などに積極的に参加する。 

●事業者の取り組み 

・社員研修の一環として地域の自然を学ぶ機会を作る。 
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２２２２    自然学習自然学習自然学習自然学習のののの促進促進促進促進    

 

 

 

 

（１）自然学習の場の充実と創出に取り組みます。 

・郷土の自然環境について、希少野生動植物などの保護や観察会を通して、楽しみながら

学ぶ機会を充実させていきます。 

・里山や森林を整備し、自然の遊び場づくりに活用していきます。 

・子どもたちが遊べる公園などにも、生物多様性を意識できるような環境づくりに取り組

みます。 

・地域の水辺の魅力を引き出し自然学習の場として活用できるよう、千曲川親水公園、カ

ヌーポートなどの見直しを行っていきます。 

 

（２）学習体制を整備します。 

・親子が豊かな自然を体験できるよう、飯山の環境を紹介したマップづくりを行っていき

ます。 

・学校における「総合的な学習の時間」などに、自然観察の講師として地域の自然に詳し

い人たちを紹介するなど、自然学習が体験できる機会を増やしていきます。 

・地域や自然環境の専門家との連携により、子ども達の自然学習の機会を増やしていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 現状値（H22） 目標値 

自然観察会参加人数 28 人 50 人 

せせらぎサイエンス参加人数 29 人 50 人 

市民アンケート「自然観察会等への参加状況」 13％ 30％ 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
５５５５－－－－２２２２    

子子子子どもたちやどもたちやどもたちやどもたちや親子親子親子親子でのでのでのでの自然遊自然遊自然遊自然遊びびびび、、、、自然学習自然学習自然学習自然学習をををを促進促進促進促進するするするする場場場場とととと仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作っていっていっていってい

きますきますきますきます。。。。    

●市民の取り組み 

・家族で川遊びや里山散策などを楽しむ。 

・公民館活動において、自然で遊んだり学習したりする機会を計画する。 

●「かえるの学校」 

 市公民館と外様地区公民館が共催で、天然記念物

黒岩山の自然観察会を毎年行っている。 

「モリアオガエル」など貴重な動植物を観察できる。 
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３３３３    人材育成人材育成人材育成人材育成････支援支援支援支援のためののためののためののための仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

 

 

 

 

（１）人材の育成を推進します。 

・環境に対する情報の収集・発信や環境問題に対する関心を高めていくため、環境ボラン

ティアや環境アドバイザー、ＮＰＯ（ＮＧＯ）などを育成するための仕組みづくりに取

組みます。 

・地域における環境リーダーの育成と継続的な活動を行うための体制づくりに取り組みま

す。 

・環境カウンセラー（※１）、自然観察インストラクター、自然保護レンジャー（※２）、

高山植物等保護指導員等として活動できる人材の発掘や育成を図っていきます。 

 

※１ 環境カウンセラー･･･環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、その知見や経験に基づき市民、事業

者などの環境保全活動に対する助言（環境カウンセリング）などを行う人材として、環境省の行う審査を得て登録さ

れた人。市民・市民団体を対象としたカウンセリングを行う「市民部門」と、事業者を対象としたカウンセリングを行う

「事業者部門」に分けて登録されている。 

 

※２ 自然保護レンジャー…県の委嘱により、自然公園等における動植物の保護指導や施設の適切な利用指導など、

自然保護に関する指導を行うボランティア。 

 

（２）環境行動への取り組みに対する支援を推進します。 

・仲間と一緒に環境学習や実践に取組むことができる「こどもエコクラブ」への参加や「み

どりの少年団（※３）」の結成をすすめ、活発な活動が行えるよう支援していきます。 

・各地域で独自に取り組まれている環境学習会・講座や自然観察会・教室など大勢の人が

参加でき、取組みに関わりを持つ人の輪を広げ、横の繋がりをもって学習できる仕組み

づくりに取り組みます。 

・環境先進地への市民の視察、環境にやさしい種々の機器等の紹介、斡旋など環境に対す

る意識啓発をすすめていきます。 

 

※３ みどりの少年団･･･次代を担う少年少女が、緑を通じて広く自然を学び、体験学習を実践することにより、健全な

心身の養成に努めることを目的とした団体。  

 

 

項目 現状値（H22） 目標値 

こどもエコクラブ登録団体数 なし 8 クラブ以上 

みどりの少年団結成団体数 2 団体 5 団体 

自然観察インストラクター登録数 4 人 10 人以上 

市民アンケート「グループ等での活動状況」 10％ 20% 

事業者アンケート 

「社員のボランティア活動への支援状況 
３％ 10% 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
５５５５－－－－３３３３    

環境教育環境教育環境教育環境教育やややや環境行動環境行動環境行動環境行動をををを積極的積極的積極的積極的にすすめるためににすすめるためににすすめるためににすすめるために、、、、必要必要必要必要なななな人材育成人材育成人材育成人材育成やややや支援支援支援支援のののの

ためのためのためのための仕組仕組仕組仕組みをつくっていきますみをつくっていきますみをつくっていきますみをつくっていきます。。。。    
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●市民の取り組み 

・環境や自然観察等の知識を学習して指導ボランティアに登録する。 
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４４４４    持続的持続的持続的持続的なななな環境行動環境行動環境行動環境行動のののの促進促進促進促進    

 

 

 

 

（１）連携のとれた体制づくりに取り組みます。 

・環境行動に取り組むボランティア、各団体、地域等と連携・協働しながら、継続的な活

動を行うための体制づくりに取り組みます。 

・環境教育、環境行動、人材育成を進めるにあたっては、県や近隣市町村との連携を図っ

ていきます。 

 

（２）環境評価の実施に取り組みます。 

・環境についての調査・施策の実施、効果のモニタリング、施策の見直し、展開といった

仕組みをつくっていきます。 

・環境の実態把握行動を持続させていくために、市民による環境への意見を聞き、その内

容を公表したり、取り組みに活かしたりすることのできる仕組みづくりを検討します。 

・各環境項目に対する取組み等の定期的な意識調査を実施するとともに、実態把握や監視

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[[[[環境指標環境指標環境指標環境指標]]]]    

項目 現状値（H22） 目標値 

市民環境モニター委嘱数 ０人 （検討中） 

市民アンケート「環境調査への参加状況」 6％ 20％ 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
５５５５－－－－４４４４    

環境行動環境行動環境行動環境行動がががが持続的持続的持続的持続的にににに行行行行われていくためにわれていくためにわれていくためにわれていくために必要必要必要必要なななな連携連携連携連携････評価評価評価評価のためののためののためののための仕組仕組仕組仕組みみみみ

をつくっていきますをつくっていきますをつくっていきますをつくっていきます。。。。    
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５５５５    環境環境環境環境をををを考考考考えるえるえるえる市民会議市民会議市民会議市民会議のののの設立設立設立設立    

 

 

 

（１）環境を考える市民会議を設立します。 

・市民が主体となる自発的な環境に関する組織に対し支援を行い、連携して環境問題に対

する学習、調査、情報発信、啓発等を行っていきます。 

・市民会議は、市民・事業者・行政がそれぞれの立場から環境問題について話し合い、連

携を図るための組織にしていきます。 

・市民会議は、市が行う環境施策を市民の側からチェックし、提案する場とします。 

・市民会議へは、自然環境、公害問題等に関する学識経験者の参加も進めていきます。 

 

（２）市民会議と連携する体制づくりに取り組みます。 

・事業者が環境問題について話し合う、事業者同士の会議の場づくりを検討していきます。 

・環境問題に対する庁内の調整組織、行政間の連携の仕組みづくりをすすめていきます。 

 

 

個別個別個別個別目標目標目標目標    
５５５５－－－－５５５５    

環境環境環境環境をををを考考考考えるえるえるえる市民会議市民会議市民会議市民会議をををを設立設立設立設立しししし、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題にににに関関関関するするするする学習学習学習学習やややや調査調査調査調査････評評評評価価価価をををを行行行行

いいいい、、、、環境環境環境環境へのへのへのへの関心関心関心関心とととと行動行動行動行動をををを高高高高めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    


